
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
五
十
号

国
際
連
合
の
軍
隊
に
関
す
る
民
事
特
別
法
の
適
用

に
関
す
る
法
律

第
一
条
　
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協

力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区

域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関

す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
民
事
特
別
法
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
百
二
十
一
号
。
以
下
「
民
事
特
別
法
」
と
い

う
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
に
お
け
る
国
際

連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
協
定
」

と
い
う
。
）
に
い
う
国
際
連
合
の
軍
隊
は
、
同
法
第
一

条
に
い
う
合
衆
国
軍
隊
と
み
な
し
、
協
定
に
い
う
国
際

連
合
の
軍
隊
の
構
成
員
、
軍
属
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
家

族
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協

力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区

域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関

す
る
協
定
に
い
う
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
、
軍
属
及
び

こ
れ
ら
の
者
の
家
族
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
同
法
第
一

条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
は
、

損
害
が
生
じ
た
時
か
ら
一
年
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
二
条
　
民
事
特
別
法
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
は
、

被
害
者
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
又
は
協
定
に
い
う
派
遣
国

の
一
で
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則

１
　
こ
の
法
律
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
以
外
の

国
と
の
間
に
お
け
る
協
定
の
最
初
の
効
力
発
生
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
法
律
は
、
協
定
の
最
初
の
署
名
の
日
か
ら
六
箇

月
以
内
に
、
受
諾
を
条
件
と
し
な
い
で
こ
れ
に
署
名

し
、
こ
れ
を
受
諾
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
国
に
関

し
て
は
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
の
最
初
の
効
力
発
生

の
日
か
ら
そ
の
国
に
つ
い
て
協
定
が
効
力
を
生
ず
る
日

の
前
日
ま
で
に
生
じ
た
事
項
に
も
適
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
民
事
特
別
法
第
四
条
の
期
間
は
、
そ

の
国
に
つ
い
て
協
定
が
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら
起
算
す

る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
六
月
二
三
日
法
律
第
一

〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と

の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
の
効
力
発
生
の

日
か
ら
施
行
す
る
。
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